
●事務事業整理表

（単位：千円）

所 管 課 名 予算事業名 №
事 業
区 分

事 務 事 業 （ 業 務 ） 名 事 業 目 的 対 象 者 主 な 内 容 総 事 業 費 総合評価 今後の方向性

国際文化交
流課

国際化施策
の推進

1 ① 国際化基本計画策定

令和２年度で「第四次川越市国際化基本
計画」の計画期間が終了。引き続き本市
の国際化についての方向性を明らかに
し、長期的視野にたって総合的かつ計画
的に事業を推進するために策定する。

市民

・国際化に関する市民意識調査の実施
・国際化基本計画審議会の開催
・国際化基本計画検討委員会の開催
・検討部会での検討
・パブリックコメント

5,294 A 継続

2 ① 外国籍市民会議

地域の諸問題について外国籍市民の意見
等を聞き、できるものから行政に反映さ
せるため、外国籍市民を委員とした会議
を開催する。

市内に1年以上在住
している外国籍市
民、または帰化した
市民

年度ごとにテーマを選定して意見交換を行う会議
を年６回開催する。委員は10人以内で任期は2
年。翌4月に検討結果を市長に報告する。 1,833 A 継続

3 ① 地域の国際化貢献事業補助金

国際交流・協力に対する市民の意識向上
を図り、地域の国際化に貢献する事業に
対して補助金を交付する。 市民団体

地域の国際化に貢献する事業に対し、事業に係る
経費の一部を補助する。交付額は事業の運営に直
接必要な経費の2分の１（上限4万円） 512 A 継続

4 ① 広報川越英語版の発行

外国籍市民にとって必要な行政情報を定
期的に提供するため、ボランティアの協
力を得て作成、発行する。 市民

広報紙から抜粋した記事を英語に翻訳し、
「Koedo Kawagoe News」を月１回作成。関係
部署や施設に送付するほか、市公式ホームページ
に掲載する。

764 C 継続

姉妹・友好
都市交流

1 ① 姉妹・友好都市交流事務

川越市姉妹都市交流委員会と連携し、国
内及び海外6市町村との相互理解及び友
好親善を深める。 市民

・交流委員会事務局の運営
・正副代表会議・交流委員会の開催
・相手市との連絡調整
・交流事業の実施

16,463 A 継続

国際交流セ
ンター運営
管理

1 ① 日本語教室「クラッセで日本語」

外国籍市民が日常生活で直面する「言葉
の壁」を乗り越え、快適な市民生活を送
ることができるようにとボランティアと
連携して日本語教室を開催する。

市民

場所：国際交流センター
曜日：月曜・金曜・土曜
時間：10:00-12:00（午前クラス）
　　　14:00-17:00（午後クラス）
　　　18:30-20:00（夜間クラス）

537 A 継続

2 ① 外国籍市民相談事務

さまざまな問題や悩みを抱えて日常生活
を送っている外国籍市民に適切な助言を
提供するため、外国籍市民相談を実施す
る。

外国籍市民

時間：13：00-18：00（法律相談以外）
　　　15：00-17：00（法律相談）
生活相談 （中国語）毎月第２・４月曜、生活相談
（ベトナム語）毎月第１・３日曜、法律相談 毎月
第４金曜、在留資格相談 毎月第４土曜

933 A 継続

3 ① 日本語学習ボランティア講座

外国籍市民に日本語を指導するボラン
ティアを育成するために講座を開講す
る。 市民（在住、在勤、

在学の18歳以上）

外国籍市民に日本語を教えるボランティア活動に
始めたい方向けの講座。日本語文法や音声学等を
学ぶ。令和元年度は１コース（全２４回）開講。 1,639 A 継続

4 ① 国際理解講座

市民の方々に国際感覚を身につけてもら
うため、語学や様々な国の歴史や文化等
を学ぶ講座を開講する。 市民（在住、在勤、

在学の18歳以上）

令和元年度は東京オリンピックを見据え、おもて
なしの心や外国語での基本的なあいさつ等を学ぶ
講座を３コース（各10回）開講。 1,034 A 継続

5 ① ボランティア活動事業

多文化共生のまちづくりを推進するため
に、ボランティア登録制度を設け、市の
事業に係る活動を行う。 市民

・登録制度の周知
・登録簿の管理、更新
・依頼先との調整 765 A 継続

6 ⑤ 国際交流センター運営管理

多文化共生・国際交流の推進拠点である
国際交流センターの運営を管理する。

市民

・管理事務の委託
・受付事務の委託
・備品の管理 6,327 A 継続


